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規 則 等 の 名 称 

 

 

 水産業協同組合法施行細則（令和８年徳島県規則第３８号） 

 

 

根 拠 法 令 

 

 

水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号） 

 

 

趣      旨 

 

 

 

水産業協同組合法に係る事務の実情に鑑み、水産業協同組合法施行

細則の全部を改正する必要がある。  

 

 

概      要 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 水産業協同組合法の規定に基づき漁業協同組合等が都道府県知事

に対して行う次に掲げる事務の添付書類を定めることとする。 

 ⑴ 共済規程の設定等の認可の申請等 

 ⑵ 漁業協同組合が行う漁業の経営に係る届出 

 ⑶ 役員等の選挙又は選任の報告 

 ⑷ 一時役員の職務を行うべき者等の選任又は総会等の招集の請求 

 ⑸ 総会等の終了の報告 

 ⑹ 監事の総会等の招集及び終了の報告 

 ⑺ 定款の変更の認可の申請 

 ⑻ 設立の認可の申請等 

 ⑼ 解散の決議の認可の申請等 

 ⑽ 合併の認可の申請等 

 ⑾ 漁業生産組合の監査の報告 

 ⑿ 漁業生産組合の清算結了の届出 

 ⒀ 業務若しくは会計の状況の検査又は決議等の取消しの請求 

２ その他所要の規定を設けることとする。 

 

施 行 日 

 

 

 公布の日（令和８年４月２８日） 

 

 

県民意見等を募集 

しなかった理由 

 

 

 法律の規定に基づき、法律の規定の適用や必要な様式を定める規則

である。 

 

そ の 他 参 考 事 項 

 

 

  

 


